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（開示事項の変更）「当社及び当社連結子会社の従業員に対する 

譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」の一部変更について 

 

2025 年１月 14 日に開示いたしました「当社及び当社連結子会社の従業員に対する譲渡制

限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」（以下「原開示」といいます。）を開示い

たしましたが、その内容に一部変更が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．変更理由 

2025 年１月 14 日開催の取締役会において決議した自己株式の処分について、譲渡制限付

株式の割当て対象となる従業員数、割当数に変更があったことから、本日開催の取締役会に

おいて処分する株式の総数、処分総額、割当予定先を変更したためです。 

 

２．変更の内容（変更箇所には下線を付して表示しております。） 

（変更箇所１） 
（変更前） 
１．処分の概要 
(1) 振込期日 2025 年３月 27 日 

(2) 処分する株式の種類及び総数 当社普通株式 100,900 株 

(3) 処分価額 １株につき 854 円 

(4) 処分総額 86,168,600 円 

(5) 割当予定先 当社及び当社連結子会社の従業員 331 名 100,900 株 

 
（変更後） 
１．処分の概要 
(1) 振込期日 2025 年３月 27 日 

(2) 処分する株式の種類及び総数 当社普通株式 187,600 株 

(3) 処分価額 １株につき 854 円 

(4) 処分総額 160,210,400 円 

(5) 割当予定先 当社及び当社連結子会社の従業員 322 名 187,600 株 

 
（変更箇所２） 
原開示の「２．処分の目的及び理由」における以下の箇所を変更いたします。 

（変更前） 
上記の条件により当社及び当社連結子会社の従業員（以下、「対象従業員」という。）

331 名に対し、当社の従業員に対する当社第 166 期事業年度（2025 年４月１日～2026

年３月 31 日）に係る譲渡制限付株式報酬及び当社連結子会社の従業員に対する当該連

結子会社各事業年度に係る譲渡制限付株式報酬として、割当対象者が各自に支給され

た金銭債権合計 86,168,600 円の全部を本自己株式処分において現物出資の方法によっ

て給付することにより、当社の普通株式 100,900 株を付与することを決議いたしまし

た。 



 

（変更後） 

上記の条件により当社及び当社連結子会社の従業員（以下、「対象従業員」という。）

322 名に対し、当社の従業員に対する当社第 166 期事業年度（2025 年４月１日～2026

年３月 31 日）に係る譲渡制限付株式報酬及び当社連結子会社の従業員に対する当該連

結子会社各事業年度に係る譲渡制限付株式報酬として、割当対象者が各自に支給され

た金銭債権合計 160,210,400 円の全部を本自己株式処分において現物出資の方法によ

って給付することにより、当社の普通株式 187,600 株を付与することを決議いたしま

した。 

 

以 上 


